
 

  

施策の柱と取組 
 

計画の趣旨 

第２次広島市日本語教育推進計画について 

  

（人） （人） 

広島市では、令和元年度（２０１９年度）に本市の日本語教育の実態や課題等を把握するための実態調査
を行い、その結果を踏まえ、令和２年度（２０２０年度）から令和６年度（２０２４年度）までの５年間を
計画期間とする第１次広島市日本語教育推進計画を策定し、日本語教育コーディネーターの配置などの具体
的な取組を進めてきました。この間、本市全体の総人口は、平成 30 年（2018 年）をピークに減少が続く
一方、外国人市民数は、新型コロナウイルス感染症の拡大による出入国制限により一時的に減少したものの、
増加傾向にあり、令和７年（２０２５年）３月末時点では２３,２９７人、総人口の１．９９％を占め、第１
次計画策定時（令和 2年（２０２０年）３月末時点）の 20,476人と比較すると約 1.4割増加しています。
国籍別ではインドネシア、ネパール、在留資格別では令和２年度（２０２０年度）に創設された特定技能の
増加が著しく、第１次計画の期間中に、インドネシア国籍者は約５倍、ネパール国籍者は約３倍、特定技能
は４４倍近く増加し、外国人市民の国籍が多様化するとともに、在留資格の構成が変化しています。 
こうした中、令和６年度(２０２４年度)をもって当初の計画期間が終了したことから、上述のような計画期

間中に起こった外国人市民の状況の変化や、これまでの取組の成果と課題、令和４年度(２０２２年度)に実施
した「多文化共生意識調査」の結果等を踏まえて本計画を策定し、本市の実態に即した日本語教育施策に取
り組みます。 
なお、取組の実施に当たっては、日本語能力向上支援事業の一部を委託している（公財）広島平和文化セ

ンターと連携して行います。 

１－１ 広島市日本語教育総合調整会議の設置・運営 
・ 広島市と日本語教育機関、企業、大学、NPO、外国人市民代表者等から構成される広島市日本語教育総合調整会議
を設置し、関係者間の意見調整や情報共有を行うとともに、日本語教育の推進や取組内容、方法について協議、助言等
を行います。 

１－２ 日本語教育コーディネーターの配置 
・ 日本語教育に関する専門的な知識及び指導経験を持つ日本語教育コーディネーターの体制強化に努めます。 

１－３ 企業等との連携体制の構築 
・ 企業等からの日本語教育に関する相談に応じられる体制を整えます。 
・ 企業等における外国人の働き方や日本語教育のニーズについて実態を把握した上で、企業等の協力を得て日本語教育
を展開するための継続的な連携体制を構築します。 

・ 日本人と外国人が共に働きやすい環境づくりのため、多文化共生への理解を深められるよう企業等に対して職場内研
修の実施を働きかけます。 

１－４ 日本語教育機関との連携[新規] 
・ 広島市内の日本語教育機関、日本語教師養成機関との連携を図ります。 
・ 広島大学の「日本語教師養成・研修推進拠点整備事業」との連携について検討します。 

１ 日本語教育推進のための体制づくり 

２－１ 日本語教室の情報提供の充実 
・ ボランティア日本語教室の場所及び実施日、活動内容に関する情報を外国人市民のための生活ガイドブックや HPで
随時発信します。併せて、外国人市民へのリーフレットの配布等により情報提供の充実を図ります。 

・ 外国人市民の国籍の増減を注視し、必要に応じて情報発信する言語を追加します。 
２－２ ＩＣＴを活用した学習方法の情報提供 
・ 市ホームページや（公財）広島平和文化センターの外国人市民向けポータルサイト「外国人市民のみなさんへ」や

Facebook 等を通じて、日本語教室の情報や、教室に行く時間がない学習者向けに個人で学べる様々な日本語学習サ
イトを紹介します。また、外国人市民が働く企業等に対して、メール等を活用し、日本語学習に関する情報提供を行い
ます。 

・ 本市に転入する外国人市民に対して、情報提供資料の配布を引き続き行います（区役所及び出張所において実施。）。
併せて、ライフステージや生活状況の変化に応じ、適切な時期での情報の提供に努めます。 

２ 日本語学習希望者のための情報提供 

４－１ 日本語ボランティアの養成 

・ 日本語の学習の支援に必要な知識や技能を受講者の経験に応じて受講できるようコース分けした日本語ボラン
ティア養成講座を開催するとともに、講座受講後、受講者がボランティア日本語教室での活動を開始できるよう、
フォローアップを充実させます。これにより、ボランティア日本語教室の担い手の養成と確保に努めます。 

・ 長年活動を続けているボランティアのためのスキルアップ講座を開催し、自己研鑽の場を提供することにより
活動意欲の継続と活性化を図ります。 

・ 日本語教育に関する有資格者の掘り起こしと、日本語教育の専門人材を必要とする機関への橋渡しに努めます。 

４－２ ボランティア日本語教室への支援 
・ 各地域のボランティア日本語教室が、それぞれの持ち味を生かしながら活動を継続できるよう、学習者やボラ
ンティア希望者とのニーズを把握した上で、希望者のニーズに合致するボランティア日本語教室が紹介できるよ
う努めます。 

・ 地域日本語教育コーディネーターの配置により、各日本語教室へのより細かな支援に努めます。 
・ 市全体として学習の場の数と規模を維持できるよう、教室の新規立ち上げを積極的に支援します。特に、教室
数が少ない安佐北区及び市西部に対して、地域日本語教育コーディネーターを配置し、教室の安定的な開催を支
援します。 

4－3 教育委員会との連携体制の構築 
・ 市教育委員会との連携を密にし、学校における日本語指導に携わることができる人材を紹介できる体制を整え
ます。 

 

３－１ 入門レベル日本語講座の機会拡充 
・ ボランティアが対応する上で難易度が高いとされる、日本語がほとんどできない外国人市民を対象に、日本語教師の 
有資格者の指導によるA1 レベルの日本語講座を引き続き実施し、ごく基礎的な日本語能力の獲得を支援します。 

・ より多くの外国人市民が日本語学習にアクセスできるよう講座の開催時間や場所などについて選択肢の拡充を検討し 
ます。 

３－２ 日本語学習機会の拡充のための方策の検討 
・ 日本語教室に通うことが困難な外国人市民が、希望に応じて日本語を学ぶことができるよう、日本語学習機会拡充の 
ための新たな方策を検討します。 

・ A2 レベルの講座実施の可能性を含め、講座の開催時間や場所などについて様々な選択肢を検討し、より多くの外国
人市民が日本語学習にアクセスできる方法を検討します。 

３ 日本語学習機会の充実 

５－１ 外国人市民と地域との相互理解の促進 
・ 外国人市民の母国の文化や日本の文化等を紹介するイベント等を開催し、外国人と日本人の交流を充実させる
ための取組を行います。 

・ 日本語によるプレゼンテーション能力の向上を図り、母国の文化や言葉を日本語で紹介できる外国人講師の養
成に取り組みます。 

５－２ やさしい日本語の活用 
・ 地域と外国人市民とのコミュニケーション促進の一助とするため、「やさしい日本語」に対する認知、理解を
深めるための研修会等を実施します。 

・ 医療福祉機関や社会福祉協議会など、予期せず外国人対応を迫られる職員や地域で活動する人たちを取りまと
める組織に対し、多文化共生社会や、「やさしい日本語」への理解促進研修会の実施について働きかけを行いま
す。 

５ 地域との連携 

４ 日本語教育を担う人材の育成・確保とボランティア日本語教室への支援 

 

３－３ 企業等との連携体制の構築（再掲） 
・ 企業等からの日本語教育に関する相談に応じられる体制を整えます。 
・ 企業等における外国人の働き方や日本語教育のニーズについて実態を把握した上で、企業等の協力を得て日
本語教育を展開するための継続的な連携体制を構築します。 

・ 日本人と外国人が共に働きやすい環境づくりのため、多文化共生への理解を深められるよう企業等に対して
職場内研修の実施を働きかけます。 

 



■ これまでの取組の主な成果と課題                        

＜ 成 果 ＞ 

 ・ 広島市日本語教育総合調整会議の設置（令和２年度(2020 年度)から） 

 ・ 日本語教育コーディネーターの配置（令和２年度(2020年度)から 

 ・ 日本語教室の情報提供の充実（HP掲載、教室案内のパンフレット作成等） 

 ・ ボランティア日本語教室の新規立ち上げ支援 

 ・ 市内の日本語教室数 令和２年度(2020年度)23教室 → 令和６年度(2024 年度)27 教室 

 ・ 入門レベル日本語講座・日本語ボランティア養成講座・地域住民を対象とした「やさしい日本語」の研修会実施  

参加者数実績（単位：人） 

年度 
入門レベル 
日本語講座 

日本語ボランティア 
養成講座 

地域住民を対象とした 
「やさしい日本語」研修会 

R2（2020） 9 （※）49 19 

R3（2021） 24 65 49 

R4（2022） 31 72 95 

R5（2023） 25 71 188 

R6（2024） 24 55 170 

計 113 312 521 

（※）日本語ボランティアスキルアップ講座受講者を含む。 

＜ 課 題 ＞ 

 ・ ボランティア日本語教室の担い手の高齢化 

 ・ 入門レベル日本語講座について、平日昼間に市内中心部で開催されるため、参加できる外国人市民が限られる。 

 ・ 日本語学習の優先度が低い学習者の出席率の維持が難しい。 

 ・ 日本語ボランティア養成講座修了後、ボランティア日本語教室に自ら赴くことを躊躇する受講生が多かった。 

 ・ 日本語教育コーディネーターが訪問できる日本語教室の数に限りがあり、各ボランティア日本語教室のニーズに

きめ細かく対応できているとは言えない。 

 ・ 日本語教室実施を通して、希望通りの進学・就職ができない１０代後半の外国人市民が一定数いることが判明し

たが、実態が把握できていない。 

 ・ ボランティア日本語教室には、日本語教育に関する基礎知識を有しているにもかかわらず、その知見を生かして

いない、又はボランティアとしての活動に留まる有資格者が少なくない。その一方で、日本語教師は人材不足の傾

向にあり、日本語教育に関する有資格者の掘り起こしに加え、専門人材とそれを必要とする機関との橋渡しが必要

になっている。 

 ・ 「日本語教育推進に関する法律（令和元年法律第 48 号）」において、「外国人等を雇用する事業主は、地方公共

団体が実施する日本語教育の推進に関する施策に協力するとともに、その雇用する外国人等及びその家族に対する

日本語学習の機会の提供その他の日本語学習に関する支援に努めるもの」とされているが、積極的に実践している

企業は少ない。 

■ 多文化共生市民意識調査の結果から                     

    日本語能力が「日本語を母語とする人と 

同じぐらい」と回答した人の割合 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２次広島市日本語教育推進計画 

【概要版】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年（２０２５年）１０月 

広島市 

 

 
平成24年
（2012年）
（A） 

令和４年
（2022年）
（B） 

差（B-A） 

話す・聞く 50.4% 32.9% ▲17.5 

読む 53.0% 35.3% ▲17.7 

書く 56.1% 38.1% ▲18.0 

＜参考・調査の概要＞ 

 概要 

調 査 時 期 
令和４年（2022 年）９月１日～ 

10 月 14 日（44 日間） 

調 査 対 象 
広島市内に居住する 18 歳以上の 

外国人市民 5,000 人 

有効回収数(率) 1,662 人（33.2％） 

調 査 項 目 

＜全 29 問＞ 

生活情報の入手方法、相談先、日本語

学習、差別体験、日本人との交流等 

登録番号：広GO－２０２５－４４４ 


